
第６章 地域医療を支える人材の確保と資質の向上

第１節 医師

（現状及び課題）

○ 県内の医師数（医療施設従事者数）は平成 28 年 12 月末現在で、3,115 人と増
加傾向にあり、人口 10万人あたりでみても 268.5人と、全国平均の 240.1人を上
回っています。

◇医師数の推移 （単位：人、各年 12月末現在）

区分 年 平成 18年 平成 20年 平成 22年 平成 24年 平成 26年 平成 28年
医師数 2,769 2,839 2,931 3,040 3,054 3,115

人口10万対 229.6 236.6 245.0 256.5 260.8 268.5
全国10万対 206.3 212.9 219.0 226.5 233.6 240.1

資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」による医療施設従事者数

○ しかし、二次医療圏ごとにみると、中部及び東部医療圏を除き全国平均を下回

っており、医師の地域的な偏在が見られます。また、中部及び東部医療圏におい

ても大分市、別府市、由布市以外の市町村では全国平均を下回っている状況です。

◇二次医療圏別医師数（人口 10万人あたり） （単位：人）

資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」（平成28年12月末現在）

○ 平成16年度の新医師臨床研修制度(注 1)の導入を契機とした大学の医師供給力
の低下などにより、へき地医療拠点病院をはじめ地域医療を支える病院の医師不

足が深刻化しているほか、地域における開業医の高齢化に伴い、後継者不足によ

る診療所の減少が懸念されており、地域での医師確保は県政推進の重要課題とな

っています。

(注 1) 大学医学部を卒業して医師国家試験に合格した医師が、将来専門とする分野にかかわ

らず基本的な診療能力を身につけることができるよう、平成16年度から大学病院や臨床

研修病院で 2 年間の臨床研修が必修化されたもの。研修先を自由に選べるようになった
ことから、地域における医師不足問題を顕在化させたとの指摘がある。
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○ 特に、若い世代が地域で安心して子どもを産み育てるためには、小児科医、産

婦人科医の確保が大きな課題となっています。

資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」（平成 28年 12月末現在）

○ 県内の女性医師数は、平成 28年 12月末現在で 574人となっており、年々増加
していることから、仕事と子育てが両立できる勤務環境を整備する必要がありま

す。

◇医療施設従事医師に占める女性医師の割合 （単位：人）

平成 18年 平成 28年
医師数 女性医師数 割合 医師数 女性医師数 割合

大分県 2,769 403 14.6% 3,115 574 18.4%
全 国 263,540 45,222 17.2% 304,759 64,305 21.1%

資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」による医療施設従事者数
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（今後の施策）

○ 自治医科大学及び大分大学医学部地域枠制度(注 2)により、将来の地域医療を
担う医師を養成します。

○ 大分大学医学部に設置した地域医療支援センター(注 3)において、地域医療を
担う医師のキャリア形成支援や医師及び医学生への情報発信・相談支援を行い、

医師の育成・県内定着を進めていきます。

○ 自治医科大学卒業医師及び地域枠卒業医師については、県と地域医療支援セン

ターが一体となって、キャリア形成を支援しながら、医師が不足している地域中

核病院やへき地診療所に派遣していきます。また、へき地医療支援機構とより綿

密な連携を図りながら、へき地を含めた一体的な医師確保に努めます。

＜地域医療支援センターにおける具体的な取組＞

・地域中核病院等の医療提供体制の把握・分析

・医師及び医療機関等に対する地域医療研修会の開催

・医学生に対する地域医療セミナーの開催

・臨床研修医合同研修会の開催

・医師のキャリア形成支援

・情報発信及び総合相談窓口の設置

・医師ＵＩＪターンの促進 など

○ 豊後大野市民病院内に設置した地域医療研究研修センターでの医学生や研修医

に対する実地研修の実施など、地域医療現場での教育研修を充実することにより、

将来、地域医療を担う医師の育成を図ります。

○ 医学生を対象とした臨床研修病院の合同説明会や見学ツアーの開催をはじめ、

県外在住の医師に就職斡旋する無料職業紹介所「ドクターバンクおおいた」の運

営などにより、臨床研修医や即戦力となる医師の確保に努めます。

また、平成30年度から新専門医制度(注 4)が開始されることから、県、大学及
び医師会を中心に専攻医の確保に取り組みます。

○ 勤務医等を退職したベテラン医師や開業医有志等による診療支援など、医師が

不足する地域の医療機関を支援する仕組づくりについて、行政や医師会、大学等

の関係機関と検討します。

○ 小児科・産婦人科については、県内で後期研修を実施する医師に対する研修資

金の貸与や、診療技術修得のための研修支援制度に加え、病床過剰地域であって

も、小児科医・産婦人科医の少ない地域では、有床診療所の開設等を可能とする

本県独自の審査基準の適用などにより、医師確保対策を推進します。

○ 女性医師の仕事・子育て等のワーク・ライフ・バランスの確保を図るため、短

時間正規雇用制度を導入する医療機関に対して助成を行うほか、医療従事者の離

職防止・定着促進を図るため、医療勤務環境改善支援センター(注 5)を設置し、
勤務環境の改善に取り組む医療機関に対して必要な支援を行います。

(注 2) 大分大学医学部に県内出身者を対象とする 1学年 13名の「地域枠」を設置し、本県が
在学中に修学資金を貸与する制度。大学卒業後、貸与を受けた期間の 1.5 倍の期間を医
師として県の指定する医療機関で勤務した場合、貸与金の返還が全額免除となる。平成 29
年 9月現在の地域枠の人数は、医学生 78名、卒業医師 34名となっている。

(注 3) 医療法第 30 条の 25 に基づき、都道府県が責任を持って医師の地域偏在の解消に取り
組むコントロールタワーとして、都道府県庁や大学病院等に設置されるもの。本県では

平成 23年 4月から大分大学医学部に委託して運営している。
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(注 4) これまで各学会が独自に行っていた専門医の養成・認定を、学会と日本専門医機構が

共同して行うことで、「質を担保するとともに、国民に分かりやすい」専門医養成を目

指す仕組み。平成 29 年 10 月から新制度での専攻医の募集が始まり、平成 30 年 4 月か
ら専門研修が開始される。

(注 5) 医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、医療法第 30 条の 21 に基づき、医療機
関のニーズに応じた専門的・総合的な支援を行う施設として都道府県に設置されるも

の。本県では平成 27年 11月から運営している。
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第２節 歯科医師

（現状及び課題）

○ 平成28年12月末現在、本県の歯科医師数は756人、人口10万対では65.2と、全

国平均の82.4を下回っており、平成20年から大きな増減はありません。

◇歯科医師数の推移 （各年12月末現在）

区分 年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年

歯科医師数 741 756 776 762 756

人口10万対 61.8 63.2 65.5 65.1 65.2

全国10万対 77.9 79.3 80.4 81.8 82.4

資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」

○ 本県の歯科医師数を二次医療圏ごとにみると、中部医療圏に県内の歯科医師の

約51％が集中しており、歯科医師の地域的な偏在が見られます。

◇二次医療圏別歯科医師数 （平成28年12月31日現在）

資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」

○ 地域における歯科医師の偏在の是正に向けて、県と県歯科医師会、保健所と郡

市歯科医師会との連携を強化する必要があります。

○ がん治療等周術期の口腔管理や嚥下、摂食の改善により、平均在院日数の短縮

が図られるなど、特に入院患者に対して医科歯科連携が求められています。

（今後の施策）

○ 新規開業希望者に対し、歯科診療所の開設状況を適宜情報提供することにより、

歯科診療所の偏在の適正化を図っていきます。

○ 歯科医師の自主的な生涯教育制度を充実するため、歯科医師会等関係団体によ

る計画的で持続的な研修等を促進します。

○ 歯科医師の周術期の口腔管理についての研修を促進するとともに、がん診療連

携拠点病院等と歯科医療機関との連携を推進します。
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第３節 薬剤師

（現状及び課題）

○ 本県の薬局・医療施設に従事する薬剤師は、平成 28年 12月末現在 1,912人で、
人口 10万あたりでは 164.8人となっており、全国平均の 181.3人を下回っていま
す。また、二次医療圏ごとにみると、人口 10 万あたりでは東部医療圏が 183.9
人であるのに対し、南部医療圏では 133.6人と地域的な偏在がみられます。

○ 薬剤師は、地域における医薬品の供給その他薬事衛生を担う存在です。平成 4
年の医療法改正では「医療の担い手」と明記され、また平成 9年の薬剤師法改正
では調剤時の情報提供の義務化、さらに平成 25 年の法改正で薬学的知見に基づ
く指導も義務化されるなど、薬剤師の中心的業務である調剤業務は、医薬品の管

理に加えて、薬歴管理や服薬指導、適切な医薬品情報提供などの対人業務の強化

も求められています。

資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師数調査」

○ また、社会的要請に応じた質の高い薬剤師の養成のため、平成 18 年から薬学
教育の修業年限が 4年から 6年に延長され、チーム医療の一員として高度化、多
様化した薬物治療を管理する役割に深化することが求められています。

さらに、平成 18 年の医療法改正では、薬局が「医療提供施設」として位置付
けられ、平成 28年には、「かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師」及び「健康サポ
ート薬局」制度が始まるなど、薬剤師の地域医療に果たす役割がますます大きく

なっています。「少子高齢社会」の到来に対応する地域医療の担い手となるべく、

「地域包括ケアシステム」の一員として在宅医療に参画できる体制の整備が求め

られています。

年
総数(人)

薬局・医療施設の

従事者数(人)

人口10万人対(人)

総数 薬局・医療施設の従事者数

大分県 大分県 大分県 全国 大分県 全国

平成14年 1,739 1,382 142.7 180.3 113.4 121.2

平成16年 1,809 1,460 148.9 189.0 120.2 128.7

平成18年 1,894 1,519 157.0 197.6 126.0 136.4

平成20年 1,998 1,640 166.5 209.7 136.7 145.7

平成22年 2,074 1,718 173.3 215.9 143.6 154.3

平成24年 2,136 1,797 180.3 219.6 151.6 161.3

平成26年 2,187 1,855 186.8 226.7 158.4 170.0

平成28年 2,221 1,912 191.5 237.4 164.8 181.3

平成28年各医療圏ごとの人口対10万人対薬局・医療施設の従事者数（人）

東部医療圏 中部医療圏 南部医療圏 豊肥医療圏 西部医療圏 北部医療圏

183.9 171.9 133.6 143.3 136.6 153.0
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（今後の施策）

（１） 薬剤師の確保対策（県出身者のUIJターン支援等）

○ 地域医療を推進するため、薬局・医療機関に従事する薬剤師の確保を推進し

ます。

（２） 薬剤師の職能向上対策（薬剤師に対する支援等）

○ 在宅医療に必要な抗がん剤や麻薬の調製、無菌調剤などを薬局において実施

するための研修等の支援を推進します。

（３） 薬剤師の活動の推進(他職種との連携支援等)

○ 医療の質の向上と患者本位の安心・安全な医療を確保するために、薬剤師が

より一層積極的に医療に参画できる体制の整備に努めます。

〇 薬剤師の在宅医療への参画を推進するため、身近に相談できる薬剤師がいな

い在宅療養中の患者に対して、正しい薬の服薬ができるよう、訪問型のお薬健

康相談会の開催を実施していきます。
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第４節 看護職員（保健師、助産師、看護師・准看護師）

（現状及び課題）

○ 平成 37 年（2025 年）に向けた急速な少子高齢化の進行、その状況に伴って生
じる慢性疾患や認知症を抱える高齢者の増加や、近年の不安定な経済状況による

健康格差の増大等、看護をめぐる環境は大きく変化しています。このように多様

化、複雑化する看護ニーズに応えられるよう、質の高い看護職員の育成、確保、

定着を図っていく必要があります。

○ 平成 22年に策定した「看護職員需給見通し」による平成 26年の看護職員需要
見通し数は 19,716 人に対し、平成 26 年末現在の業務従事者届による就業者数は
19,130 人で、目標達成率は 97.0 ％とほぼ順調に推移しています。厚生労働省で
は、今後の「看護職員需給見通し」について、都道府県が策定する地域医療構想

における医療需要等を踏まえて検討を進めていくとしており、この結果を踏まえ、

大分県の今後の看護職員需給見通しを立て、看護職員の計画的な確保を推進して

いきます。

○ 看護職員の養成については、県内 20 校 23 課程で行われており、平成 29 年 3
月の卒業生は 964人、平成 29年 4月現在の学生総定員数は、3,457人となってい
ます。今後も質の高い看護職員を育成するため、看護基礎教育の充実を図ってい

くとともに、卒業生の県内就業を推進していく必要があります。

○ 県内看護系大学における教育・研修を充実させ、保健医療の高度化、専門化に

対応できる質の高い看護職員の養成を進めています。
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１ 保健師

（現状及び課題）

○ 平成 28 年末現在の就業者数は 667 人で、保健所 163 人、市町村 295 人、病院
及び診療所 83人、事業所 51人、福祉関係施設 19人、その他 56人となっていま
す。また、人口 10 万人あたりでは、全国平均をやや上回っていますが、従事者
数は横ばい傾向です。

なお、保健師の就業場所は、行政機関が最も多いものの、児童福祉や障がい福

祉など福祉分野にも拡大しています。

◇保健師数の推移 （各年末現在）(単位：人)

年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年

保健師就業者数 539 562 567 642 672 687
（男性再掲） （1） （1） （3） （2） （4） （4）
大分県人口10万対 44.7 46.8 44.7 54.2 57.4 59.2
全国人口10万対 31.5 34.0 35.2 37.1 38.1 40.4

資料：厚生労働省「保健師助産師看護師の業務従事者届」

○ 保健所保健師の業務は、管内の健康課題の明確化や円滑な保健福祉サービス提

供体制の構築、災害対策を始めとする健康危機管理業務、管内関係職種の人材

育成等の機能を担っており、市町村保健師は、これまでの生活習慣病対策や、

子育て支援を含む母子保健の他、地域特性を反映した各種まちづくり計画への

参画や地域の健康づくりの住民組織等との協働した地域包括ケアシステムの構

築の要として、その専門性が期待されています。

○ 事業所保健師数は、減少傾向にありますが、少子高齢化の進行による労働人口

の減少は、過重労働による健康被害が危惧される等、産業保健分野の保健師活

動には多くの課題があります。健康経営事業所の推進や、学校保健や地域保健

分野との連携を密にし、効率的・効果的な働き盛り世代の健康管理を推進して

いく必要があります。

○ 大規模な災害や感染症等の発生時には、保健師は、被災者や罹患者等の健康状

態の早期把握や心のケア等を行い、二次的な被害の発生を防ぐ役割が求められ

ます。平常時から保健所と市町村の保健師間の連携を図り、事案発生に迅速に

対応できるよう体制を整備することが必要です。

○ 多様化・複雑化する県民ニーズに対応できるよう質の高い保健師の養成と確保

が必要になっています。

○ 県内には、保健師の養成機関として、大分大学医学部看護学科、県立看護科学

大学がありますが、保健所・市町村では地域看護実習の受入れや保健師の育成

指導への積極的な協力が求められています。また、県立看護科学大学では平成 23
年度から大学院修士課程での保健師養成教育を開始し、保健師教育の充実を図

っています。
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（今後の施策）

（１） 人材の確保と資質の向上

○ 保健・医療・福祉・産業等の各分野において多様化するニーズに対応できる

質の高い保健師養成を支援します。

○ 各分野ごとに保健師の専門機能を高めるため、保健師の体系的な研修の推進

など卒後教育の充実を図ります。

○ 保健所保健師は健康危機管理及び圏域を越えた地域包括ケアシステム構築の

要としての役割が期待されていることから、保健所保健師の人材の確保及び資

質の向上を図ります。

（２） 地域保健推進の体制整備

○ 各地域で推進される地域包括ケアシステムにおいて、保健師がその専門性を

発揮し、十分に役割が担えるように支援していきます。

○ 保健師の技術の継承や保健所保健師と市町村保健師の役割機能の強化によ

り、効率的・効果的に地域保健を推進します。

○ 市町村保健師の効率的・有機的な人材活用と確保について支援します。

○ 大規模な災害や感染症等の発生時に、保健所保健師や市町村保健師が迅速に

円滑に被災者や罹患者に対する支援体制を構築できるよう、平常時からの連携

を強化していきます。
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２ 助産師

（現状及び課題）

○ 平成 28年末現在の就業者数は 355人で、病院 170人、診療所 127人、助産所 35
人、その他 23 人となっており、就業者数は、増加傾向にあります。病院、助産
所、診療所、いずれも微増傾向となっています。人口 10万人あたりでは、平成 24
年以降、全国平均をやや上回って推移しています。

◇助産師数の推移 （各年末現在）（単位：人）

年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年

助産師就業者数 247 252 253 313 338 355
大分県人口10万対 20.5 21.0 21.1 26.4 28.9 30.6
全国人口10万対 20.2 21.8 23.2 25.0 26.7 28.2

資料：厚生労働省「保健師助産師看護師の業務従事者届」

○ 少子化や多様な家族形態など育児環境の変化に伴い、地域に密着した母子保健

活動への需要が高まっています。妊娠期から周産期、子育て時期を通して、相

談・支援ができる専門職として、助産師の継続的な支援が必要とされています。

○ 近年、地域における産科医療機関の減少に伴い、安心で自分らしいお産のため

の支援者として、助産師への期待が高まっています。また、院内助産所や助産

師外来設置への動きに合わせて、助産師の自律した活動に期待が寄せられてい

ます。

○ 周産期だけでなく、思春期や青年期への性教育や産み育てることへの教育、更

年期の指導等、女性の生涯を通した健康管理に対する助産師の支援が期待され

ています。

○ 県内には、助産師の養成機関として、県立看護科学大学や藤華医療技術専門学

校があり、卒業生の県内就業が期待されています。

（今後の施策）

（１） 人材の確保と資質の向上

○ 高度化する周産期医療や、地域に密着した母子保健活動に適切に対応できる

質の高い助産師養成を支援し、県内の就業定着の促進を図るとともに、就業助

産師のキャリアアップを推進します。

○ ナースセンターの届出制度の活用を促進し、未就業助産師の就業促進を図り

ます。

○ 助産師確保を地域で推進するため関係者のネットワーク化を推進します。

（２） 地域母子保健活動の体制整備

○ 子育て支援や児童虐待予防等地域で高まっている母子保健ニーズに対応する

ため、市町村・保健所や関係機関と連携を深め、助産師の地域母子保健活動へ

の積極的な活用を図ります。
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３ 看護師・准看護師

（現状及び課題）

○ 平成 28年末現在の就業者数は看護師 14,096人、准看護師 5,865人で、看護師
は増加傾向にあります。また、人口 10万人あたりの看護師・准看護師の就業者
数では、全国平均を大きく上回っていますが、地域偏在がみられます。

◇看護師数・准看護師数の推移 （各年末現在）（単位：人）

年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年
看護師就業者数 10,014 10,665 11,743 12,720 13,482 14,096
（男性再掲） （406） （494） （606） （727） （846） （937）
大分県人口10万対 830.3 888.8 981.4 1073.4 1151.3 1215.2
全国人口10万対 635.5 687.0 744.0 796.6 855.2 905.5
准看護師就業者数 6,415 6,074 6,182 6,252 6,092 5,865
（男性再掲） （429） （411） （434） （461） （439） （477）
大分県人口10万対 531.9 506.2 516.7 527.6 520.2 505.6
全国人口10万対 299.1 293.7 287.5 280.6 267.7 254.6

資料：厚生労働省「保健師助産師看護師の業務従事者届」

◇圏域別看護師・准看護師数（人口 10万対）

資料：厚生労働省「衛生行政報告例（看護職員等業務従事者届）」

1161.8

1606.2
1517.5

1172.8

970.2 936.7 965.0

1215.2

905.5

422.7
561.2

458.7 510.5
662.9

573.0 609.6
505.6

254.6

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

大分市 東部 中部 南部 豊肥 西部 北部 大分県 全国

看護師 准看護師（人）

-162-



○ 平成 28 年末現在の就業場所をみると、病院では看護師が、診療所や介護保険
施設等では准看護師が多い状況となっています。

平成 22 年末現在の就業場所と比較すると、訪問看護ステーションや介護保険
施設、社会福祉施設に就業している看護師、准看護師が増えています。

◇平成28年末就業場所別看護師・准看護師数 （単位：人）

就業場所 病院 診療所 訪問看護ス 介護保険 社会福 保健所 その他 計

テーション 施設等 祉施設 市町村

看 護 師 10,236 1,799 436 947 317 85 276 14,096

准看護師 2,406 1,903 53 1,153 279 8 63 5,865

計 12,642 3,702 489 2,100 596 93 339 19,961

資料：厚生労働省「保健師助産師看護師の業務従事者届」

【参考】平成22年末就業場所別看護師・准看護師数 （単位：人）

就業場所 病院 診療所 訪問看護ス 介護保険 社会福 保健所 その他 計

テーション 施設等 祉施設 市町村

看 護 師 9,078 1,429 171 609 195 80 181 11,743

准看護師 2,803 2,202 15 901 150 9 102 6,182

計 11,881 3,631 186 1,510 345 89 283 17,925

資料：厚生労働省「保健師助産師看護師の業務従事者届」

○ 高齢化や疾病構造の変化、療養場所の多様化により、訪問看護ステーション等

の在宅分野での看護師等の活躍と充足が求められています。

○ 医療の高度化、専門化に伴う看護ニーズに対応できる質の高い看護師が求めら

れています。また、医療安全対策や院内感染対策などを含めて、安全で安心な

看護の提供に注目が集まっています。

○ 平成 37(2025)年に向けて、更なる在宅医療等の推進を図っていくため、一定
の手順書により一定の診療の補助を行う看護師を養成する「特定行為にかかる

看護師の研修制度」が創設され、平成 27年 10月から施行されています。
○ 大分県においては、大分県立看護科学大学が特定行為研修を行う研修機関に指

定され、大学院 NP(注１)コースにおいて特定行為に係る看護師を養成していま
す。

○ 特定行為に係る看護師を増やしていくため、更なる指定研修機関及び受講者の

確保が必要です。

○ これまで特定行為研修を修了した看護師は 34 名（NP コース修了者）、内 21
名が県内の病院や訪問看護ステーション、障害児福祉施設、老人保健施設等に就

業しています。

(注１) ナースプラクティショナーの略。自らの判断で一定レベルの診断、治療などを行う看

護師。
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○ 常勤看護職員の離職率は全国平均より低く推移していますが、新人看護師等の

就職後 1 年以内の離職率は平成 26 年度までは全国平均より 2 ポイント以上低く
推移していたものの、平成 27年度には上昇し、全国平均と同率となっています。
新人看護職の離職を防ぐ対策について、見直しが必要です。

常勤看護職員離職率の推移

資料：日本看護協会「病院看護実態調査」

○ 県内には、看護師の養成機関として、大分大学医学部看護学科、県立看護科学

大学のほか、専門学校等が 6校 6課程、高等学校 5年一貫課程が 5校あります。
また、准看護師の養成所は専門学校が 6 校、高校衛生看護科が 1 校あります。
平成 29年 3月卒業の看護師・准看護師としての県内就職率は 53.2％で全国平均
64.1％より低く、県内定着率の向上が求められています。

○ 看護職員の定着において、研修受講などによるスキルアップが有効であると言

われていますが、訪問看護ステーションの 6 割が看護職 5 人未満であるため、
十分に研修が受けられない状況にあります。職場研修体制の整備が必要です。

（今後の施策）

（１） 人材の確保と資質の向上

○ 看護師等をめざす学生を確保するため、小中学生や高校生等の若年層への啓

発を行います。

○ 看護学生に充実した教育環境を提供するため、看護師等養成所に対する運営

費の助成事業を推進します。

○ 県民の多様化する看護ニーズに的確に対応できる看護師を確保するため、看

護師養成課程への進学を促進します。

○ 看護師等養成所の卒業生の県内就職を促進するため、引き続き修学資金の貸

付事業を実施するとともに、看護学生の職場体験、職場環境改善による魅力あ
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る病院づくりの推進、養成機関と就職施設との連携による学生への的確な情報

提供の方法などを検討します。

○ 質の高い看護師等を養成するため、看護師等養成所の看護教員の充足と継続

教育、実習指導者の研修を推進するなどにより看護基礎教育の充実を図ります。

看護専任教員の養成については、養成講習会への受講促進方法等について検討

します。

○ 訪問看護ステーションの整備促進等に併せて、訪問看護師の養成や在宅分野

での就業促進を図ります。

○ 看護師が特定行為研修を地域で受講できるよう、指定研修機関及び実習を行

う協力施設の確保等、研修体制を整備します。

○ 看護師数には、地域偏在がみられるため、准看護師の進学の促進や地域の看

護ネットワークによる確保・定着対策の充実を図ります。

（２） 離職防止の体制整備と魅力ある職場づくりの支援

○ 職場での研修体制の充実は、離職防止につながることから、研修体制が整い

にくい訪問看護ステーションや診療所、福祉施設などの小規模施設での研修体

制づくりを推進します。

○ 看護師等の離職防止と定着促進のため病院内保育に対する助成や各種支援制

度の周知を図り、働きやすい勤務環境の整備促進に努めます。

○ 魅力ある職場づくりを推進する看護管理者に対する支援や研修の充実を図

り、組織の活性化を支援します。

○ 卒後教育の充実により職務に責任と自信を持つよう院内教育研修体制の整備

を推進します。

○ 大学と連携を図り、大学院修了者の県内就職を促進するとともに、専門看護

師等の活用を促進します。

（３） 再就業の促進

○ 退職後の看護師（プラチナナース）について、在宅分野での再就業を促進し

ます。

○ 大分県ナースセンターと協働して、離職時届出制度などのナースセンター事

業の充実強化を図ります。また、ハローワークとの連携により、再就業の促進

を図ります。

○ 再就業を促進するための啓発活動を推進します。
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第５節 歯科衛生士・歯科技工士

（現状及び課題）

○ 平成 28 年 12 月末現在、本県の歯科衛生士及び歯科技工士の就業者数は、1,464
人及び 598人で、人口 10万対では 126.2及び 51.6となっており、いずれも全国平
均を大きく上回っています。

◇歯科衛生士・歯科技工士数の推移 （各年 12月末現在）

資料：厚生労働省「衛生行政報告例」

○ 県内には、平成 29年 4月 1日現在、歯科衛生科２か所、歯科技工科１か所の養
成施設があり、質の高い歯科衛生士及び歯科技工士の確保が図られています。

（今後の施策）

(1) 人材の確保

○ 県内の需要に対応した歯科衛生士及び歯科技工士の養成、確保を促進します。

(2) 研修の充実

○ 就業団体による研修等の充実を促進します。
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第６節 管理栄養士・栄養士

（現状及び課題）

○ 県民の健康の保持増進や生活習慣病の予防のためには、地域に密着した正しい

食生活の普及啓発とその実践が不可欠です。

○ 地域保健法の施行により、栄養相談及び一般的栄養指導は住民に身近な市町村

が、また、広域的専門的栄養指導は保健所が行うことになっています。

○ 平成 28 年 3 月 31 日現在の県内の特定給食施設における管理栄養士数は 485
人、栄養士数は 413人となっています。

○ 大分県健康増進計画「第二次生涯健康県おおいた 21」の中では、「利用者に応
じた食事の計画、調理及び栄養の評価、改善をしている特定給食施設の割合」が

目標として掲げられており、給食施設に従事する管理栄養士・栄養士に対して、

適切な栄養管理、衛生管理を実施することができるよう研修が必要です。また、

１施設あたりの配置管理栄養士・栄養士数は平均 2.6 人と少ないことから、各施
設間の管理栄養士・栄養士が情報を共有したり、課題を共同で解決する場の提供

が必要です。

◇特定給食施設における管理栄養士・栄養士の配置状況（平成28年3月末現在）（単位：人）

総数 学校 病院 介護老人保健施設 老人福祉施設 児童福祉施設 社会福祉施設 その他

施設総数 395 131 83 28 26 85 6 36
配置施設数 339 102 83 28 26 68 6 26
配置率（％） 85.8% 77.9% 100.0% 100.0% 100.0% 80.0% 100.0% 72.2%

管理栄養士 485 83 282 50 36 13 4 17
栄養士 413 68 147 30 30 105 9 24

資料：厚生労働省「平成27年度衛生行政報告例」

○ 本県における常勤の市町村栄養士の配置率は、平成 24年に 88.9％（16市町村）
であったものが、平成 29年には 94.4 ％（17 市町村）と増加しましたが、1市町
村あたりの配置数は、2.7人と少なく、健康づくりを推進するためには、さらに、
配置数を増やす必要があります。

◇管理栄養士・栄養士の市町村への配置状況（平成29年7月1日現在）
配置市町村数 管理栄養士・栄養士数（人）

総数 管理栄養士 栄養士

うち嘱託・非常勤配置 うち嘱託・非常勤 うち嘱託・非常勤 うち嘱託・非常勤

18 1 74 25 63 21 11 4

資料：「大分県健康づくり支援課調べ」

○ 県では、市町村栄養士等の研修を実施するとともに、各保健所においても各職

域の栄養士等に対する研修を実施しています。

○ 県内の保健所には、東部保健所、豊肥保健所、北部保健所の三カ所に栄養士が

配置されており、配置人数はそれぞれ 4人、4人、2人となっています。
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（今後の施策）

（１） 栄養士の配置促進

○ 住民の健康づくりの基本となる食生活を適正なものとするためには、乳幼児

期からの取り組みが重要であることから、地域において食育や栄養改善事業が

きめ細かく推進されるよう、市町村並びに配置率の低い児童福祉施設への栄養

士配置を促進します。

○ 地域の栄養状態を改善するためには、給食施設において、適切な栄養管理、

衛生管理がなされた食事を入所者等に提供することが重要であることから、給

食施設における栄養士の配置を促進します。

（２） 研修等の促進

○ 今後新たに採用される市町村栄養士が保健・医療・福祉の情報を総合的に把

握し、食育や地域の栄養改善対策に関する企画立案や調整を的確に行えるよう、

「行政栄養士育成支援プログラム（仮称）」を作成し、研修の充実を図るなど

保健所の支援を行います。

○ 給食施設の栄養士について、生活習慣病の発症予防や重症化予防とともに、

ライフステージに応じた栄養管理が求められていることから、様々な場におい

て、栄養士等が高度な専門性を発揮できるよう、研修及び生涯学習の充実、情

報共有の場の提供を図ります。

（３） 医療現場における栄養管理体制

○ 医療機関においては、栄養サポートチーム・褥瘡対策・緩和ケア・摂食嚥下

等チーム医療が普及し、多職種連携で治療が実施されています。これらにおい

ては個人に対応した栄養管理が重要なことから、管理栄養士・栄養士がその専

門性を発揮できる体制づくりを推進します。
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第７節 臨床検査技師・衛生検査技師・診療放射線技師・診療エックス線技師

（現状及び課題）

○ 平成 28 年 10 月 1 日現在、県内の病院で業務に従事している臨床検査技師は
706.2人、衛生検査技師は 2.5人となっています。

○ 県内には、平成 29 年 4 月 1 日現在、2 か所の養成施設で臨床検査学科が設置
されており、質の高い臨床検査技師の確保が図られています。

◇臨床検査技師・衛生検査技師数の推移 （各年 10月 1日現在）（単位：人）
区分 年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年
臨床検査技師 652.1 660 678.2 696.7 706.2
衛生検査技師 4.4 3.5 1.5 2.5 2.5

資料：厚生労働省「病院報告」（常勤換算）

○ 平成 28年 10月 1日現在、県内の病院で業務に従事している診療放射線技師は
519.3 人、診療エックス線技師は 0 人となっています。また、県内の専門学校に
診療放射線科が 1ヶ所設置されています。

◇診療放射線技師・診療エックス線技師数の推移（各年10月1日現在）（単位：人）
区分 年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年
診療放射線技師 470.4 477.9 488.5 499 519.3
診療エックス線技師 7.5 7.3 7.3 - -

資料：厚生労働省「病院報告」（常勤換算）

（今後の施策）

(1) 人材の確保

○ 県内の需要に対応した臨床検査技師、診療放射線技師の養成、確保を促進し

ます。

(2) 研修の充実

○ 就業団体による研修等の充実を促進します。
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第８節 理学療法士・作業療法士

（現状及び課題）

○ 平成 28 年 10 月 1 日現在、県内の病院で業務に従事している理学療法士は
1187.6人、作業療法士は 729.8人となっています。

◇理学療法士・作業療法士数の推移 （各年 10月 1日現在）（単位：人）
区分 年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年
理学療法士 880.2 950.6 996.9 1100.1 1187.6
作業療法士 609.3 646.3 637.2 668.1 729.8

資料：厚生労働省「病院報告」（常勤換算）

○ 県内には、平成 29年 4月 1日現在、理学療法士の学校及び養成施設が 3か所、
作業療法士の養成施設が 2か所設置されており、質の高い理学療法士及び作業療
法士の確保が図られています。

（今後の施策）

(1) 人材の確保

○ 県内の需要に対応した理学療法士及び作業療法士の養成、確保を促進します。

(2) 研修の充実

○ リハビリテーションに対する多種多様な需要に対応するため、他の医療関係

者、社会福祉士・介護福祉士・ホームヘルパー等の福祉関係者との連携を強化

する研修会の実施を促進します。
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第９節 その他の医療従事者

（現状及び課題）

○ 保健、医療、福祉の連携が求められる中、質の高い保健医療を提供するため、

視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、あん摩マッサージ指圧師、精神保健福

祉士、社会福祉士（医療ソーシャルワーカー）、臨床心理士、はり師・きゅう師、

柔道整復師など多種多様な医療従事者の確保が求められています。

○ 職種別の病院への従事者数の推移をみると、言語聴覚士、臨床工学技士、精神

保健福祉士、社会福祉士については増加傾向ですが、視能訓練士、あん摩マッサ

ージ指圧師については減少傾向です。

◇病院の従事者数の推移 （各年 10月 1日現在）（単位：人）
職種 あん摩マッサ 精神保健

視能訓練士 言語聴覚士 臨床工学技士 社会福祉士
年 ージ指圧師 福祉士

平成 24年 14 209.1 279.8 47.8 110 159.9
平成 25年 14.2 226 285.8 47 125 155
平成 26年 14.7 229.4 311.3 39.4 137.8 170.7
平成 27年 14.5 245.9 322.5 40.6 153.6 178
平成 28年 13.9 264.5 333.4 38.1 153.8 175.8

資料：厚生労働省「病院報告」（常勤換算）

○ 職種別の就業者数の推移をみると、はり師、きゅう師、柔道整復師については

増加しています。

◇就業者数の推移 （各年 12月末現在）（単位：人）
職種

はり師 きゅう師 柔道整復師
年

平成 20年 822 803 243
平成 22年 944 926 325
平成 24年 884 861 394
平成 26年 833 814 451 資料：厚生労働省

平成 28年 849 826 507 「衛生行政報告例」
○ 県内にある養成施設は、平成 29 年 4 月 1 日現在、視能訓練士 1 か所、言語聴
覚士 1か所、臨床工学技士 2か所、柔道整復師 1か所、はり師・きゅう師 1か所
となっています。

（今後の施策）

(1) 人材の確保

○ 県内の需要に対応した医療従事者の養成、確保を促進します。

(2) 研修の充実

○ 医師を中心とした総合的な医療体制が求められており、各職種にまたがる課

題に適切に対応するため、関係職種間の交流を促進するとともに、研修の促進

を図ります。
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第１０節 介護サービス従事者

（現状及び課題）

○ 質の高い介護サービスを確保するためには、それぞれの介護職員の資質

向上を図るとともに、専門的な知識や優れたケア技術を有する人材の育成

が必要です。

○ また、医療職をはじめとする多職種と連携・協働しながら、高齢者の自

立支援に資するケアマネジメントを実践できるよう、介護支援専門員（ケ

アマネジャー）養成の法定研修カリキュラムが充実・強化されたことから、

研修体制の強化が求められているほか、介護福祉士等の育成や介護サービ

ス事業所のスキルアップも求められています。

○ そのため、介護職員の知識・技術の向上とともに、地域での包括的ケア

マネジメントの中核的役割を担う主任介護支援専門員、認知症介護の指導

的役割を担う認知症介護指導者などの、職種や職責、キャリアに対応した

人材育成が重要です。

また、事業所の介護職員を対象に、自立支援の考え方に基づいた介護予

防の知識と技術の習得による専門性や対応力の向上も求められています。

○ 医療的ケアを必要とする高齢者の増加が見込まれることから、たんの吸

引等に対応できる介護職員等(認定特定行為業務従事者)の養成を推進する

必要があります。

◇介護支援専門員等の推移 （単位：人）

区 分 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度

介護支援専門員 2,204 2,264 2,280 2,344 2,358

主任介護支援専門員 705 767 824 894 932

介護福祉士 13,600 14,678 15,893 17,100 18,217

社会福祉士 1,924 2,055 2,206 2,320 2,447

（注）1.介護支援専門員は4月1日現在の勤務者数 資料：「大分県高齢者福祉課調べ」

2.介護福祉士及び社会福祉士は 3月末現在の登録者数

資料：社会福祉振興・試験センター「各年度末の都道府県別登録者数」

◇認定特定行為従事者の推移 （単位：人）

区 分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度
認定特定行為業務従事者 523 487 299
認定特定行為業務従事者(累計) 4,065 4,552 4,851

（注）平成 29 年は 29 年 11 月末現在 資料：「大分県高齢者福祉課・障害福祉課調べ」

（今後の施策）

○ 介護サービスの質の向上を図るため、階層別の研修や職場でのＯＪＴを

通じた介護職員の資質向上を図るとともに、介護支援専門員(主任介護支援

専門員)や介護福祉士、社会福祉士など、専門性の高い人材の養成を行いま

す。
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○ キャリアパス制度の導入を促進し、意欲のある職員が学び、キャリアア

ップが図られる環境の実現を目指します。

○ 介護支援専門員養成（法定）研修の充実・強化に対応するため、県内の

研修講師を育成するとともに、介護サービス事業所の介護職員の知識・技

術の向上を図ります。

○ 医療的ケアであるたん吸引等を安全・適切に実施できる介護職員等を養

成し、要介護者が安心して介護を受けられる体制の整備を目指します。
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